
第五次町田市子ども読書活動推進計画 

（２０２５年度～2029年度） 

２０２５年３月 

町田市教育委員会 



2 



3 

第五次町田市子ども読書活動推進計画 目次 

第１章 町田市子ども読書活動推進計画の概要 ..................................................... 5

１ 計画の意義と目的 ....................................................................................................... 6 

２ 計画の位置付け .......................................................................................................... 7 

３ 計画の期間 ................................................................................................................ 7 

４ 計画の対象となる子どもの年齢..................................................................................... 7 

５ 推進体制.................................................................................................................... 8 

第２章 子ども読書の状況 ........................................................................................ 9

１ 国の動向 .................................................................................................................. 10 

２ 東京都の動向 ........................................................................................................... 11 

３ 町田市の現状と課題 .................................................................................................. 11 

（１）第四次町田市子ども読書活動推進計画策定後の動向 ................................................. 11 

① 新型コロナウイルス感染症感染拡大時の状況 ......................................................... 11 

② 環境のデジタル化 .............................................................................................. 12 

③ 読書環境の充実と取組 ....................................................................................... 12 

（２）子ども読書の現状 ................................................................................................ 13 

① 第四次町田市子ども読書活動推進計画の取組状況 ................................................. 13 

② 町田市市民参加型事業評価について .................................................................... 13 

③ 町田市の不読率の状況 ....................................................................................... 13 

（３）子ども読書の課題 ................................................................................................ 15 

① 不読率の低減 ................................................................................................... 15 

② 読書環境の整備と機会の確保 ............................................................................. 15 

③ 人材の育成・支援 ............................................................................................... 15 



4 

 

第３章 計画の基本的な考え方 .............................................................................. 19 

１ 基本理念 ................................................................................................................. 20 

２ 基本目標................................................................................................................. 20 

3 成果指標................................................................................................................. 22 

4 計画の体系 ............................................................................................................. 23 

第４章 計画の取組 ................................................................................................. 25 

１ 取組一覧 ................................................................................................................. 26 

２ 個別の取組 ............................................................................................................. 28 

＜参考資料＞ ............................................................................................................ 41 

関連法など ................................................................................................................. 42 

委員名簿 .................................................................................................................... 53 

計画策定の検討経過 ..................................................................................................... 55 

 

【コラムなど】 

電子書籍サービスについて ............................................................................................... 8 

図書館プランナーやってます！ ........................................................................................ 16 

図書館プランナーに聞いてみました！ .............................................................................. 17 

コラボ特集 ................................................................................................................... 21 

みんなが読めるアクセシブルな本 .................................................................................... 24 

YAって知ってる？ ...................................................................................................... 32 

本と出会える場所 ........................................................................................................ 39 

 

 

  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１章 町田市子ども読書活動推進計画の概要 
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読書活動について、「子どもの読書活動の推進に関する法律」（２００１年公布・施行）

では、「子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人

生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものである」（一部抜粋）

としています。 

町田市では、このような子どもの読書活動を総合的・計画的に推進するため、「子どもの

読書活動の推進に関する法律」に基づき、町田市子ども読書活動推進計画（以下「計画」

という。）を策定しています。 

第一次計画（２００５年度～２００９年度）は、「町田市子どもマスタープラン」（２００４ 

年１２月策定）の一部※として策定されましたが、その後は現在まで５か年計画として策定

を行っています。第一次計画では、子どもが読書に親しむために、 

 

 

 

を計画の目指すものとして掲げ、①②に基づいて取組を進めました。 

第二次計画（２０１０年度～２０１４年度）では、第一次計画の基本的な考え方を継承・

発展させることとし、計画の構造が不明確だったため、「基本理念」と３つの「基本目標」

を定めました。 

 

 

 

第三次計画（２０１５年度～２０１９年度）・第四次計画（２０２０年度～２０２４年度）

は、この基本理念・基本目標を引継ぎ、子ども読書活動を推進してきました。 

本計画である第五次町田市子ども読書活動推進計画は、第四次計画が２０２４年度末で

終了となることから、引続き子ども読書活動を推進していくため、国や東京都の状況を踏

まえて策定しました。 

 

※ 第二次計画からは、独立した計画として策定しています。 

 

 

 

①子ども達が読書に親しむために、いつでも身近なところに本がある環境作りをして

いきます。 

②子どもの読書に関わる人がいること、その人に子どもの本の知識があることはとて

も重要です。そのため人材の育成、配置に努めます。 

基本理念「自ら進んで本を読む子を育てる」 

基本目標１：子どもが本と出会うきっかけ作り 

基本目標２：いつでも身近なところに本がある環境作り 

基本目標３：子どもの読書に関わる人の配置と育成 

 

１ 計画の意義と目的 
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 都道府県及び市町村は「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき、国が策定し

た「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」と、自治体の子どもの読書活動の状

況を踏まえて計画を策定するよう努めることとなっています。 

また、本計画の上位計画である「町田市教育プラン２４－２８」と、連携・整合性を図

っていきます。子どもの総合的な計画である「町田市子どもマスタープラン２５－３４」

とは、連携関係にあります。 

 

 

 

２０２５年度から２０２９年度までを計画期間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０歳からおおむね１８歳までの子どもたちを対象とします。 

 

【計画期間】 

２ 計画の位置付け 
 

３ 計画の期間 
 

４ 計画の対象となる子どもの年齢 
 

（年度）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

国

東京都

町田市

（子ども読書活動推進基本計画）

第四次東京都子供読書活動推進計画

２０２１～２０２５年度

町田市教育プラン２４―２８

２０２４～２０２８年度

第五次町田市子ども読書活動推進計画

２０２５～２０２９年度

第四次町田市子ども読書活動推進計画

２０２０～２０２４年度

第五次「子どもの読書活動の推進に関する

２０２３～２０２７年度
基本的な計画」

町田市子ども

マスタープラン２５―３４

【連携計画】 
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「町田市子ども読書活動推進計画推進会議」※において、関連部署・施設等と子どもの読

書活動の取組について進捗状況を確認・点検し、その後の子ども読書活動や計画の見直し

に活用します。年度毎の取組結果報告書等については、図書館ホームページに公開をしま

す。 

また、会議では最新の子ども読書活動の状況について情報交換を行います。 
 

※ 町田市子ども読書活動推進計画推進会議は、「町田市子ども読書活動推進計画」を効果的に推進するために設置されて

いる会議です。会議は市民の代表 9 人と、市の関係部門 4 課の課長、図書館長の 14 人で構成されており、市民と行

政が一緒に委員として協議しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

５ 推進体制 

電子書籍サービスについて コラム 

市立図書館は、電子書籍サービスを 2022年 10月 18日から開始しました。電子書籍サービスとは、電子書

籍をスマートフォン、タブレット、パソコン等の端末を介して読むことができるサービスです。24 時間 365 日い

つでも・どこでも電子書籍を借りることができます。さらに音声読み上げ機能や拡大機能を使用することで、より

多くの人が読書を楽しめる環境となりました。 

 2023 年 9 月には、全市立小学校・中学校の児童・生徒に ID を付与し、子どもたちがタブレット端末から電子

書籍サービスを利用することができるようになりました。学校での活用を進めるため、同時アクセスが可能な電

子書籍※1を導入し、授業や朝読書など学校での読書活動を支援していきます。 

 また、電子書籍サービスでは英語多読※2 にも役立つ、音声付き電子書籍「Read－Along」を導入しています。

子どもたちが英語に親しむ機会の充実につながることを期待しています。 
 

※1 １点の電子書籍を、複数のアカウントで同時に閲覧することが可能です。 

※2 「英語多読」とは、絵本などの絵の多いものから順に、少しずつ文字数の多い本を読んでいくことで、英語を英語の

まま理解できるようになる学習法です。①辞書は引かない、②わからないところは飛ばす、③合わなくなったらや

める、の多読三原則に沿って、自分に合ったレベルの英語の本をたくさん読むことで英語力を身につけていきます。 

～ 電子書籍サービスのご案内 ～ 
【利用対象】 

  利用券をお持ちの町田市在住・在勤・在学の方  

【ID・パスワード】 

  ID：利用券番号 8 桁 

  パスワード：生年月日 8 桁 (例）2016 年 1月 6 日⇒20160106 

【貸出】 

  3 点まで、14 日以内（貸出手続きから 336 時間以内） 

  ※予約がない場合に限り 1 回まで延長可 

【予約】 

  3 点まで、取置期間は貸出可能になった時間から 3 日間（72 時間） 

電子書籍サービスキャラクター「ブックロー」 
■フクロウの子ども 

特 徴 ： 羽毛は黄色で嘴はペパーミント色。丸い眉が 

チャームポイント。 

友 達 ： カワセミ三兄弟   口 癖 ： 「…なんと！」 

得意技 ： でんぐり返し 

好きなこと ： 本を読むこと、知らないことを知ること 

嫌いなこと ： 早起き 

【電子書籍サービス～Read‐Along】 
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第２章 子ども読書の状況 
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国は、２０２３年（令和５年）３月に、第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本

的な計画」を策定しました。 

国の第五次計画では、子どもの読書活動の現状※1 として、小学生・中学生・高校生とも

に１か月間の平均読書冊数は、２００１年（平成１３年）※2よりも２０２２年（令和４年）

の方が多いが、１か月に本を１冊も読まない子どもの割合（以下、不読率）については、

第四次計画の数値目標にいずれの学校段階でも到達しなかったとしています。 

目標に到達しなかった要因として、「新型コロナウイルスの感染拡大」を挙げ、各学校の

臨時休業や図書館の臨時休館・開館時間の短縮等により、子どもたちが「本」にアクセス

しにくい状況が影響を与えた可能性を示しています。 

さらに、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（通称：読書バリアフリ

ー法）の制定※3 や、教育・社会のデジタル化など、第四次計画からの社会情勢の変化も踏

まえ、国は第五次計画の基本的方針を、①不読率の低減、②多様な子どもたちの読書機会

の確保、③デジタル社会に対応した読書環境の整備、④子どもの視点に立った読書活動の

推進、としてすべての子どもたちが読書活動の恩恵を受けられるよう、社会全体で子ども

の読書活動を推進する必要があるとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 「学校読書調査」（公益社団法人全国学校図書館協議会） 

※2 「子どもの読書活動の推進に関する法律」は 2001 年に策定されました。 

※3 P44「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（2019 年 6 月施行）は、障がいの有無にかかわらずす

べての人が同じように読書を通じて文字・活字文化の恩恵を受けられるようにするための法律です。 

 

 

【１か月間の平均読書冊数】 

【１か月に本を１冊も読まない子どもの割合（不読率）】 

出典：第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」 

１ 国の動向 

 

１か月間の
平均読書冊数

小学生 中学生 高校生

２００１年度値
（平成１３年度）

６．２冊 ２．１冊 １．１冊

２０２２年度値
（令和４年度）

１３．２冊 ４．７冊 １．６冊

不読率 小学生 中学生 高校生

第四次計画目標値 ２％以下 ８％以下 ２６％以下

２０２２年度値
（令和４年度）

６．４％ １８．６％ ５１．１％
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 東京都は、２０２１年（令和３年）３月に「第四次東京都子供読書活動推進計画」を策

定しました。 

東京都の第四次計画では、子どもの読書活動の状況※1 として、第三次計画の目標である

小学生・中学生・高校生の不読率が数値目標※2 まで到達しなかったこと、特に高校生での

改善が進まないことから、国の第四次計画を踏まえ、乳幼児期からの読書習慣を形成する

必要性を述べています。また、本を読まなかった理由として「読むことに興味がない」、「読

みたい本がなかった」の回答が多いことから、読書への意欲や関心を高めるような働きか

けが引続き必要としています。 

これらの課題と社会情勢の変化を踏まえ、四次計画の目指すものを、①乳幼児期からの

読書習慣の形成、②学習の基盤となる資質・能力の育成のための読書活動の推進、③特別

な配慮を必要とする子供の読書環境整備の推進、④読書の質の向上、としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

※1 令和元年度 児童・生徒の読書活動状況等に関する調査（東京都教育委員会） 

※2 東京都の第三次計画では不読率を、2013 年度（平成 25 年度）比で 2019 年度（令和元年度）に 3 割減、2023 年

度（令和 5 年度）に半減させるとしています。 

 

 

※3 「子どもの読書活動の推進に関する法律」は２００１年に策定されました。 

 

 

（１）第四次町田市子ども読書活動推進計画策定後の動向 

① 新型コロナウイルス感染症感染拡大時の状況 

２０２０年２月に第四次計画を策定し、同年４月から計画期間が始まりました。同

時期に世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、市立図書館も約２か月

間完全休館となりました※1。休館の間は、図書館ホームページに「自宅で楽しめるイン

ターネットのデジタル資料・動画・キッズページのご紹介」の掲載を行うなど、図書

館としてできることを検討しました。 

図書館サービスの再開は、予約資料の受渡しから始まりました。その後、イベント

２ 東京都の動向 

 

３ 町田市の現状と課題 

 

【１か月に本を１冊も読まない子どもの割合（不読率）】 

出典：第四次東京都子供読書活動推進計画   

不読率 小学２年生 小学５年生 中学２年生 高校２年生

第三次計画目標値
２０１９年度

（２０１３年度比３割減）

１．８％ ３．８％ ９．２％ ２２．３％

２０１９年度値
（令和元年度）

２．９％ ４．２％ ９．９％ ３０．６％

第四次計画目標値
２０２５年度

（２０１３年度比５割減）

１．３％ ２．７％ ６．６％ １５．９％

小学校全体で２％以下を目指す
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や館内座席数の制限などを段階的に緩和し、新型コロナウイルス感染症が５類感染症

に移行したことにともない、通常の図書館運営へと戻りました。 

 

② 環境のデジタル化 

生涯学習総務課は２０１９年度から構築を進めていた、町田デジタルミュージアム
※2 を、２０２２年４月から全面公開しました。市立図書館でも社会環境に対応したサ

ービスとして、２０２２年１０月に電子書籍サービス※3 を導入し、利用者の利便性の

向上を図りました。 

全国の学校では、ＧＩＧＡスクール構想※4 に基づくＩＣＴ環境の整備が推進され、

市では市内公立小学校・中学校に在籍する児童生徒に 1 人 1 台のタブレット端末の配

備と、高速通信環境の整備が２０２０年度までに完了し、２０２１年度から使用を開

始しました。ＩＣＴ環境が整ったこともあり、市内公立小学校・中学校で市立図書館

の電子書籍サービスを活用する検討を行い、２０２３年３月につくし野小学校、木曽

中学校に先行導入しました。その結果、多くの児童・生徒が電子書籍サービスを利用

したことを踏まえて、２０２３年９月から市内公立小学校・中学校全校の児童・生徒

を対象に、電子書籍サービスＩＤの付与を行いました。 

 

③ 読書環境の充実と取組 

町田第一中学校の図書室は、愛称「ここまちベース」※5 として２０２２年８月から

地域利用を開始しました。市立図書館では読書環境を充実させる取組として、久美堂

本町田店で本の受渡しサービス※6を２０２３年５月から開始しました。 

また、高校生・若者世代への取組の一つとして、図書館や読書を楽しんでもらうこ

とを目的に「図書館プランナー（イベントボランティア）※7」を募集し、高校生・若者

世代自身でイベントを企画・運営するという取組を２０２３年１１月から始めました。 

 

※1 市立図書館では、2020 年 4 月 8 日（水曜日）から 5 月 28 日（木曜日）の間、完全休館していました。 

※2 インターネットを通じて町田の歴史をわかりやすく紹介するデジタルアーカイブです。2019 年度から構築を進め、

部分公開をしてきましたが、2022 年 4 月に全面公開し、町田市を代表する考古・歴史・民俗資料を、いつでも、

どこでも、見ることができるようになりました。 

※3 P8 コラム「電子書籍サービスについて」参照。 

※4  2019 年 12 月に文部科学省が発表した教育改革案。「Global and Innovation Gateway for All」の略。全国の児

童・生徒 1 人に１台情報通信端末（パソコンやタブレットなど）の配布、高速大容量ネットワークの整備等を掲げ

ています。 

※5 2022 年 8 月から町田第一中学校では、特別教室の地域利用を開始しました。図書室は、市内在住、在勤、または

在学している小学生以上の方であれば、自由に本の閲覧や自主学習等を行うことができます。（未就学児の方は保護

者同伴であれば利用可。） 

※6 リクエストした図書館資料（本・雑誌）の受け取り、リクエスト用紙の提出、資料の返却ができます。 

※7 P16 コラム「図書館プランナーやってます！」参照。 
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（２）子ども読書の現状 

① 第四次町田市子ども読書活動推進計画の取組状況 

第四次計画の取組状況については、２０２２年度の実績評価※1で、Ａ・Ｂの評価を

合わせて全体の約８９％となり、概ね計画通りに進んでいます。Ｃ評価の取組につい

ては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等からの事業再開の遅れや、事業への

参加人数の少なさが見られました。 

２０２２年度実績全体としては、おはなし会やイベント等で、配慮が必要な場面は

ありましたが、新型コロナウイルス感染症拡大以前の状況に戻ってきています。 

   

② 町田市市民参加型事業評価について 

図書館に関しては、２０１９年度に高校生評価人も参加して行われた町田市市民参

加型事業評価で、「図書館は、市民に学習機会を提供する市の大事な公共施設である。

そのため、できるだけ幅広い世代、特に若い世代にも活用、認識してもらえるよう、

周知を適切に行ってほしい。」との意見がありました。 

若者向けの事業として、中央図書館では、「ＴＥＥＮ ＬＩＢＲＡＲＹ」※2 や、土・

日・祝日に集会室を中学生・高校生向けグループ学習室「わいわいキャレル」として

開放するなどの事業を行っていますが、その他にも自習※3 スペースを求める声があり

ます。中央図書館とさるびあ図書館には、自習もできる読書室を設けていますが、地

域館ではスペース上の問題から難しい状況です。しかし、限られたスペースの中でも、

時代のニーズに合わせてできることの検討を行っていく必要があり、併せて若者向け

の事業についても、周知や若者自身が企画・運営を行う取組に力を入れていく必要が

あります。 

 

 ③ 町田市の不読率の状況 

東京都の調査※4 によると、学年が上がるごとに不読率は上がっていきます。傾向と

しては、町田市も同様です。中学生が１か月に本を１冊も読まなかった理由の多くは、

「読みたい本がなかったから」、「本を読むことに興味がないから」です。不読率を下

げるには、読書習慣を身に付けることはもちろんのこと、本を読むきっかけや面白い

と思う本と出会うことが必要になります。次に多い理由は、「本を読む時間がなかった

から」です。多忙な学生生活の中でも、隙間時間に気軽に本が読めるような環境が求

められます。 

また、本を読むことが好きな子どもの割合は、学年が上がるごとに下がっていきま

す。１か月に本を１冊も読まなかった子どもと同じように、読書習慣を身に付けるこ

とや、子どもの興味を引く取組など、本を読むことが好きなままでいてもらえる取組

を考えていく必要があります。 
 

※1 取組目標の記載は、2022年度実績から実施。各課が当年度の取組目標を立て、実績に基づきA・B・C評価を付けて

います。 

※2 P32コラム「YAって知ってる？」参照。  

※3 ここでの自習は、図書館資料を利用せずに、自分の参考書などを持ち込んで勉強することをいいます。 

※4 令和4年度 児童及び生徒の読書の状況に関する調査（東京都教育委員会） 
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２０２２年度
（令和４年度）

小学１年生 小学２年生 小学３年生 小学４年生 小学５年生 小学６年生

町田市 ６９．１％ ６１．４％ ４４．４％ ４２．１％ ４０．７％ ３０．７％

東京都 ６０．２％ ５２．６％ ４４．９％ ４３．２％ ４０．４％ ３６．０％

２０２２年度
（令和４年度）

中学１年生 中学２年生 中学３年生

町田市 ２９．５％ ２４．４％ ２７．７％

東京都 ３１．３％ ２９．３％ ３３．０％

２０２２年度
（令和４年度）

小学１年生 小学２年生 小学３年生 小学４年生 小学５年生 小学６年生

町田市 ６９．１％ ６１．４％ ４４．４％ ４２．１％ ４０．７％ ３０．７％

東京都 ６０．２％ ５２．６％ ４４．９％ ４３．２％ ４０．４％ ３６．０％

２０２２年度
（令和４年度）

中学１年生 中学２年生 中学３年生

町田市 ２９．５％ ２４．４％ ２７．７％

東京都 ３１．３％ ２９．３％ ３３．０％

【本を読むことが好きな子どもの割合】 

資料：令和 4 年度 児童及び生徒の読書の状況に関する調査（東京都教育委員会） 

【本を読まなかった理由】 

【１か月に本を１冊も読まない子どもの割合（不読率）】 

資料：令和 4 年度 児童及び生徒の読書の状況に関する調査（東京都教育委員会） 
   ※ここでの本には、教科書、雑誌、漫画、写真だけの写真集、絵だけの 

絵本や画集は含まない。 

 

読みたい本が
なかったから

本を読む時間が
なかったから

本を読むことに
興味がないから

中学１年生 ４０．９％ ９．１％ ６３．６％

中学２年生 ６１．９％ ３３．３％ ５７．１％

中学３年生 ５２．２％ ３４．８％ ５２．２％

中学１年生 ４５．１％ ２４．４％ ５３．７％

中学２年生 ５０．３％ ２８．５％ ５６．１％

中学３年生 ４７．５％ ３９．２％ ５１．０％

自治体・学年

町
田
市

東
京
都

２０２２年度
（令和４年度）

小学１年生 小学２年生 小学３年生 小学４年生 小学５年生 小学６年生

町田市 １．６％ ２．６％ ８．３％ ８．７％ ８．１％ １２．８％

東京都 ４．５％ ４．４％ ４．６％ ４．４％ ５．１％ ７．９％

２０２２年度
（令和４年度）

中学１年生 中学２年生 中学３年生

町田市 １２．５％ １２．８％ １３．３％

東京都 ７．４％ １０．３％ １２．４％
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（３）子ども読書の課題 

 ① 不読率の低減 

第五次計画では、１か月に本を１冊も読まない子どもの割合（不読率）を下げ、本

を読むことが好きな子どもの割合を上げていくことが必要です。そのためにも、成長

段階に応じた本の紹介や、おはなし会などの今まで行ってきた取組をより充実させる

必要があります。小さい頃から本に触れあい、読書習慣を身に付けることで、自分に

合った本を子ども自身で選べるようになると、興味の幅も広がっていくと思われます。

さらにこれからは、子どもたちに読書に興味を持ってもらうことが必要です。子ども・

若者自身がイベントを企画するなど、同世代が興味を持つような取組が重要です。 

 

② 読書環境の整備と機会の確保 

いつでも・どこでも子どもが本を読めるように、読書環境が整っていることが理想

です。昨今の多忙な学生生活を考えると、スマートフォンで読むことができる電子書

籍サービスの利用を勧めることも有効な手法と考えられます※1。国の計画でも、子ど

もの視点（同世代の若者で行う取組や子ども・若者の意見の取入れなど）と併せて、

デジタル社会への対応も求められています。 

その他にも、多様な子どもたちの読書機会の確保が求められています。文字を読む

ことが難しい子どもや外国にルーツのある子どもなどの多様な子どもたちに対して、

子どもたちの状況に応じたさまざまな「本（電子媒体の本、ＬＬブック※2 のような理

解がしやすい本、やさしい日本語で書かれている本など）」があります。そういった媒

体にとらわれないアクセシブルな「本」※3の整備や、多くの人にアクセシブルな「本」

の存在を知ってもらうことが必要です。 

 

③ 人材の育成・支援 

上記のような、子どもが本に出会うきっかけの提供や、いつでも本が読める環境を

支えるためにも、読書活動に関わる人材が重要になります。学校での業務や地域のボ

ランティア、家庭での読み聞かせなど、成長段階に応じた読み聞かせや本の紹介など

に取組むことで、子どもの読書活動を広げ、支えてくれています。そういった人々へ

の研修やフォローが大切になります。 

 

※1 令和4年度 青少年のインターネット利用環境実態調査（内閣府）によると、インターネット接続機器の利用率は、ス

マートフォン中学生78.9％・高校生97.9％、契約していないスマートフォン中学生13.4％・高校生7.6％となって

います。 

※2･3 P24コラム「みんなが読めるアクセシブルな本」参照。 
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図書館プランナーやってます！ コラム 

図書館プランナーは、「自由な発想で、図書館でやってみたいことをやろう」というコンセプトで、イベントや図

書館でやってみたいことの企画・運営などを行う、15 歳（中学生を除く)から 25 歳までのイベントボランティア

です。2023年 11月から中央図書館で活動を始めました。 

第 1 弾の企画として、2024 年 5 月に「本の福袋」を企画しました。「本の福袋」とは、袋の中に何の本が入っ

ているのか分からない状態で本を借りる企画です。袋には、図書館プランナーが選んだ推し本が入っており、表

には本人たちが描いた POP が貼ってあります。来館者は、POP を見て、気になる袋を選んで借ります。福袋を

借りた方からは、「福袋をきっかけに新しい出会いがあって良かった」、「どんな本が入っているのだろうとワク

ワクしました」との嬉しい感想をいただきました。 

また、若者世代のみなさんとイベントを行うにはどうすれば良いかを検討するため、まずは図書館プランナー

自ら体験する「プレイベント」を行っています。「TRPG 初心者講座」や、好きなものについて一晩中自由に語る

（発表する）「推し語り会」などを行いました。その他にも、中央図書館で行っている中学生・高校生向け回遊型謎

解きイベント「まちクエ」の先取り体験や、図書館のイベントの手伝いなども行っています。 

少しずつ活動を進めていますので、イベントを行った際にはぜひご参加ください！ 

【「本の福袋」企画】 【図書館プランナー活動中】 

【TRPG 初心者講座】 【「まちクエ」先取り体験】 
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家に本があると、自然と 

読むようになる 

図書の時間や朝読の時、 

学校図書館におすすめ本や 

特集があると選びやすいよね 

昔のように外で紙芝居を

行う！ 

じゃあ、どうすればみんな本を読むようになるかな？ 
○事  

まわり（環境）に本があったり、本に触れる機会があったりすると良いってこと

かな？ 

 

○事  

ドラマや映画・ゲーム 

     から興味を持って原作 

      を読むようになった 

ドラマやアニメ等から興味を 

持って原作を読むようになった 

親が本を読むのを見ていた

し、家に本がたくさんあった 

小さい頃やっていたアニメ

を見て、原作を読んだ 

小学校では、授業で読書 

の時間（図書の時間）や朝読が 

あったから本を読んでた 

中学校・高等学校に 

なるとそういう時間がなく

なるんだよね～！ 

図書館プランナーに 

聞いてみました！ 

子どもはどうしたら本を読むようになる？ 

みんなは何きっかけで本を読むようになった？ 
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ちなみに、どんな図書館なら来たいかな？ 

イベントを開催する 有名人を呼ぶ アニメやドラマの聖地巡礼

の対象になる 

  アイドルやアニメなどの推し

活に役立つ雑誌があると良い 

CD・DVDが増えると良い 

雑誌の付録コーナーや 

アイドルのコーナーなどが 

あると良い 

学校図書館は、司書さん 

と仲良くなって行くように 

なった 

図書館には趣味や推し活に役立つものが欲しいんだね！ 

 

○事  

みんなの本を選ぶ決め手は何？ 

帯！（何万部発行・ 

○○大賞受賞・△△で評判

など） 

本の表紙（デザイン・タイトルなど） 

口コミやレビューを調べたりする 

流行ってる本（X・Instagram・

SNS・ニュースなど） 

主人公の性格（ちょっと 

読んでみた印象） 

結構、見た目や流行は重要事項！図書館で借りて読んでから、欲しい本だけ買うな

んて意見もあって、そんなところはしっかりしてるよね！ 

 

○事  

★図書館プランナーP12、16参照 ★計画策定委員会事務局（○事 ）：中央図書館職員 

図書館プランナーの意見は図書館や色んな人たちに伝えて、計画作りに活

かします。貴重な意見をどうもありがとう！！ 

○事  
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第３章 計画の基本的な考え方 

～ 計画中の用語について ～ 
 

この計画における用語の定義は以下の通りとします。 
 

【本（書籍・図書）】 

「本」には、新聞、雑誌、チラシ、インターネット記事は含まない。 

文字のない絵本や、図鑑は「本」に含む。また、媒体は問わず、電子書籍（オーディオブック含

む）やマルチメディアデイジー、点字、音訳されたものも含むものとする。 

 

【読 書】 

本（書籍・図書）を読むこと。「読書」には教科書、参考書、漫画は含まない。 

読み聞かせも「読書」とする。 
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現在、子どもたちを取巻く社会環境は目まぐるしく変化しています。多くの情報から必

要なもの、正しいものを自分で選び、再構築できる力が必要となっています。読書は、読

解力・想像力・思考力・表現力等を養い、これからの社会で必要とされる能力を育むのに、

最適な手段と考えられます。自ら進んで読書をすることで、「町田市教育プラン２４－２８」

に掲げる「学び続ける力」が身に付き、生涯を通してさまざまなことを学ぶことで、自身

のウェルビーイングの向上につながっていきます。 

そのためにも、家庭や地域、学校等が連携・協働することで、社会全体で一体的、魅力

的に子ども読書活動を実施していくことが必要です。 

 

 

 

 

基本目標Ⅰ：子どもが本と出会うきっかけ作り 

 読書習慣は乳幼児期から身に付けていくものです。子どもたちに「読書は楽しい」と感

じてもらえるよう、成長段階に応じて子どもの興味を引く取組を行い、読書習慣につなが

るようにすることが大切です。また、不読率の高い高校生世代には、同年代と一緒に参加

し楽しめる取組も必要です。 

子どもたちが「お気に入りの本」に出会えるよう、本に触れあえるさまざまな機会を提

供していきます。 

 

基本目標Ⅱ：いつでも身近なところに本がある環境作り  

 子どもたちが読書をする環境は、ＧＩＧＡスクール構想等の社会のデジタル化に対応し

ていくことが求められています。また、文字を読むことが難しい子ども、外国にルーツの

ある子どもなどの多様な子どもたちに対して、読書ができる環境を提供することも求めら

れます。 

それぞれのニーズに合わせて、電子書籍（オーディオブック含む）やマルチメディアデ

自ら進んで読書をする

子どもを育てる

１ 基本理念 

 

２ 基本目標 
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イジー※、点字など、さまざまな種類の「本」が選択できるようにしていきます。 

また、本の充実だけではなく、子どもたちやその保護者に、本に触れられる場所や機会

があることを知ってもらうことも必要です。そのため、子ども向けの読書イベントや、読

書活動に関する情報の発信を行っていきます。 

 

基本目標Ⅲ：子どもの読書に関わる人の育成と支援 

地域の中で、読書に関わる人の裾野を広げ、活動を活性化していくことで、子どもたち

が本に触れる機会が増えていきます。成長段階に応じて最適な本を薦めてくれる人、おは

なし会やブックトークで読書の楽しみを教えてくれる人、読み聞かせをしてくれる家族な

ど、施設や地域、家庭でそれぞれ子どもたちの読書環境を支え広めてくれる人を育成・支

援していきます。   

また、読書活動のための人材の確保や、スキルアップのための研修などを引続き進めて

いきます。 
 
※ P24 コラム「みんなが読めるアクセシブルな本」参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラボ特集 コラム 

市立図書館では、市役所の各部署とコラボ特集を定期的に行っています。テーマに関連した本を集めて特集コ

ーナーを設けたり、工夫を凝らした展示を行ったりしています。大人も子どもも楽しめるものや、中央図書館の 4

階大壁面を利用した展示まで、さまざまな特集を行っています。 

2023 年度は、子どもも楽しめるような「バスの日」、「ごみしゅうしゅうしゃの火事をふせごう！」、「食育月間」

などを中央図書館大壁面で行い、子どもや保護者が手に取りやすい児童書を中心に本を集めました。「バスの日」

は、バスやのりもの関係の絵本、「食育月間」は、食べ物自体や料理の作り方、お店のはなしなどの児童書・絵本を

集めました。また、移動図書館でも「D-books（D ブックス）※」の特集を行い、子ども向けには、「絵本 子どもに

伝える認知症シリーズ」やヤングケアラーを扱った児童書などを集めました。コラボ特集をきっかけに、子どもた

ちにさまざまなことを知ってもらい、興味を持ってもらえればと思います。 
 

※ 認知症（Dementia）の人やその家族のエッセイ、認知症について説明された本などを通じて、認知症への理解を深

めると同時に、認知症の人の想いを届ける取組です。 

【ごみしゅうしゅうしゃの火事をふせごう！】 【D-books（D ブックス）】 
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本計画の基本理念である「自ら進んで読書をする子どもを育てる」を目指すため、成果

指標を設定します。 

指標は、「児童及び生徒の読書の状況に関する調査（東京都教育委員会）」を基に、計画

検討時直近の数値と計画期間最後の調査の数値を使用します。読書好きの子どもを増やし、

本を読まない子どもの割合を減らすことを目指します。 

 また、各目標に対しても、取組を毎年度「町田市子ども読書活動推進計画推進会議」に

て報告し、進捗状況の確認・点検を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：令和 4 年度 児童及び生徒の読書の状況に関する調査（東京都教育委員会） 

    

【本を読むことが好きな子どもの割合】 

３ 成果指標 

 

資料：令和 4 年度 児童及び生徒の読書の状況に関する調査（東京都教育委員会） 

   ※ここでの本には、教科書、雑誌、漫画、写真だけの写真集、 

絵だけの絵本や画集は含まない。 

【１か月に本を１冊も読まない子どもの割合（不読率）】 

町田市 小学２年生 小学５年生 小学生平均 中学２年生 中学生平均

第五次計画目標値
２０２８年度

（令和１０年度）
２．３％ ７．３％ ６．３％ １２．０％ １１．６％

２０２２年度
（令和４年度）

２．６％ ８．１％ ７．０％ １２．８％ １２．９％

町田市 小学２年生 小学５年生 小学生平均 中学２年生 中学生平均

第五次計画目標値
２０２８年度

（令和１０年度）
６７．５％ ４４．８％ ５２．９％ ２６．８％ ３０．０％

２０２２年度
（令和４年度）

６１．４％ ４０．７％ ４８．１％ ２４．４％ ２７．３％
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 基本理念・基本目標に基づいた取組が実施されます。取組は取組グループごとにまとめ

て表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組グループ】 

に本がある環境作り

人の育成と支援

４ 計画の体系 
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みんなが読めるアクセシブルな本 コラム 

2019年 6月に「読書バリアフリー法」※1が成立し、すべての人に読書機会の確保が求められています。 

身体・視覚に障がいがある、発達に障がいがある、ルーツが外国にあるなど、さまざまな理由で本を読むこと

が難しい人たちがいます。そういった人たちも読書が楽しめるように設計されている、「アクセシブルな本」があ

ります。「アクセシブルな本」とは「利用しやすい本」という意味です。媒体は紙に限らず、音声や電子であったり、

文字も点字で書かれていたり、文言にも説明がついている本があったりします。本を読むことが難しい状況に応

じた「アクセシブルな本」があり、そういった「本」を利用したい人がいつでも利用できる環境になるように、多く

の人にその存在を知ってもらうことが必要と考えます。 

また、通常の本でも拡大読書器や、リーディングトラッカー※2 のような読書補助用具を使用すると読みやすく

なる人もいます。市立図書館では、「アクセシブルな本」と併せて、読書が快適になる環境も体験できるようにして

いきます。 

 

※1 P44 参照。正式名称は「視覚障害者等の読書環境の整 

備の推進に関する法律」。 

※2 前後の行を隠すことで、読みたい行だけに集中できる 

読書補助用具。 

～ みんなが読めるアクセシブルな本 ～ 
■LL ブック 
「LL」とは、スウェーデン語の「LättLäst（やさしく読みやすい）」の略。文章は分かち書き（文節や語の間を 1 文字
分空ける）でふりがながふってあり、絵やピクトグラムなどで分かりやすく、誰もが読めるように工夫されている本
です。 
 
■点字図書 
指で触って読む本です。点字は縦 3、横 2 の 6 つの凸点で文字を表しています。凸点を維持するため一定の厚さの紙
が必要で、また、漢字がないため点字に翻訳すると多くの冊数が必要になります。 
 
■点字絵本 
目が見える人も見えない人も一緒に楽しめるように、点字・点図（凸点を並べて描いた絵や図）が施された絵本です。 
 
■音声 DAISY（デイジー） 
「DAISY」は、「Digital Accessible Information System（アクセシブルな情報システム）」の略。目が見えない人や
紙で本を読むこと、活字を読むことが難しい人のための「音の本」です。見た目は CD と同じですが、章ごとに区切り
がついていて好きなところから再生できたり、聞く速さを変えたりできるように作られています。 
 
■マルチメディア DAISY（デイジー） 
パソコン等や専用再生機で再生するもので、音声だけではなく、文字や画像がハイライトされる仕組みになっている
ので、視覚・聴覚から情報を得ることができます。 
 
その他にも、電子書籍サービスでは字を拡大することができます。また、テキスト読み上げに対応しているコンテ

ンツ（本）も多くあり、音声付きのコンテンツやオーディオブックも導入しています。 
 

【夏休みイベント「マルチメディアデイジー上映会」の展示】 【夏休みイベント「点字で名前をうってみよう！」】 

【リーディングトラッカー】 
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第４章 計画の取組 
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取組グループ 
取組 

番号 

町田市教

育プラン

24-28掲載 

新規 
・ 
継続 

取組名 担当課 

対 象 

乳
児 

幼
児 

小
学
生 

中
学
生
～ 

保
護
者 

そ
の
他 

おはなし会の

実施 

１  継続 図書館のおはなし会 図書館 ○ ○ ○  ○  

２  新規 文学館のおはなし会 
図書館（文学

館） 
○ ○   ○  

３  継続 
学童保育クラブの 

おはなし会 
児童青少年課   ○    

４  継続 
子どもセンターの 

おはなし会 
児童青少年課 ○ ○ ○ ○ ○  

５  継続 
「子育てひろば」の 

おはなし会 
子育て推進課 ○ ○   ○  

ブックトーク

の実施 
６  継続 

児童・生徒へのブック 

トーク 
図書館  ○ ○ ○   

ブックリスト

の作成・配布 

７  継続 おすすめブックリスト 図書館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

８  継続 
赤ちゃんにおすすめの 

絵本の紹介 
保健予防課 ○    ○  

子ども読書の

周知活動 

９ ○ 継続 
図書館のイベント・ 

講座 
図書館   ○ ○   

１０ ○ 新規 若者の参画イベント 図書館    ○   

１１  継続 

図書館見学の受け入れ 

（利用ガイダンス、施

設見学） 

図書館  ○ ○ ○   

１２ ○ 新規 移動図書館の出張運行 図書館 ○ ○ ○  ○ ○ 

１３ ○ 継続 
文学館のイベント・ 

講座 

図書館（文学

館） 
  ○ ○   

１４ ○ 新規 
絵本、児童文学、漫画

を題材にした展覧会 

図書館（文学

館） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１５  継続 
マイ保育園登録時の絵

本配布 
子育て推進課 ○    ○  

学校での読書

活動 
１６  継続 

各校特色のある読書 

活動 
指導課   ○ ○   

            

            

            

 

 
           

基本目標Ⅰ 子どもが本と出会うきっかけ作り 

１ 取組一覧 

 

基本理念 自ら進んで読書をする子どもを育てる 

※ 中学生～：中学生～高校生世代 その他：先生や施設職員・市職員・ボランティアなどを含みます。 

※ 第四次町田市子ども読書活動推進計画に掲載されていない取組を「新規」、引続き取組む取組を「継続」としています。 
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取組グループ 
取組 

番号 

町田市教

育プラン

24-28掲載 

新規 
・ 
継続 

取組名 担当課 

対 象 

乳
児 

幼
児 

小
学
生 

中
学
生
～ 

保
護
者 

そ
の
他 

本と出会える

場所 

１  新規 
町田第一中学校図書室 

ここまちベース 

生涯学習セン

ター 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２  新規 
玉川学園駅前連絡所  

児童図書室 

市民課（玉川学

園駅前連絡所） 
○ ○ ○  ○  

本の充実 

３  継続 図書館 図書館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

４  継続 子どもセンター 児童青少年課 ○ ○ ○ ○ ○  

５  継続 
公立保育園および地域

子育て相談センター 
子育て推進課 ○ ○   ○  

学校図書館の

充実 

６  継続 学校図書館支援貸出 図書館   ○ ○  ○ 

７ ○ 継続 学校図書館の蔵書整備 教育総務課    ○ ○   

８  継続 
「学校図書館活用の 

手引き」の活用 
指導課      ○ 

９ ○ 新規 
学校図書館の運営人材

の確保 
指導課      ○ 

１０ ○ 新規 
電子書籍サービスの 

活用 
指導課   ○ ○   

情報の発信 

１１  継続 
図書館ホームページ等

での情報発信 
図書館   ○ ○ ○ ○ 

１２  新規 
「みんなが読める本」

の周知活動 
図書館  ○ ○ ○ ○ ○ 

１３  継続 
「家庭学習推進の手引

き」の提供 
指導課     ○  

１４  継続 
「子育てひろばカレン

ダー」の発行 
子育て推進課     ○  

            
            

取組グループ 
取組 

番号 

町田市教

育プラン

24-28掲載 

新規 
・ 
継続 

取組名 担当課 

対 象 

乳
児 

幼
児 

小
学
生 

中
学
生
～ 

保
護
者 

そ
の
他 

学校関係者へ

の研修 

１  継続 学校図書館担当者研修 指導課      ○ 

２  継続 
新任教諭への図書館 

研修 
指導課      ○ 

ボランティア

支援 

３ ○ 継続 
市民向け絵本の読み聞

かせ講座 
図書館     ○ ○ 

４ ○ 継続 
おはなし会ボランティ

アの養成講座 
図書館     ○ ○ 

保護者向け 

講座 
５  継続 児童文学講座 

図書館（文学

館） 
    ○ ○ 

  

基本目標Ⅱ いつでも身近なところに本がある環境作り 

※ 中学生～：中学生～高校生世代 その他：先生や施設職員・市職員・ボランティアなどを含みます。 

※ 第四次町田市子ども読書活動推進計画に掲載されていない取組を「新規」、引続き取組む取組を「継続」としています。 

基本目標Ⅲ 子どもの読書に関わる人の育成と支援 
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継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅰ－１ 

図書館の 

おはなし会 

乳幼児向けから小学校低学年

向けまで、年齢にあったおは

なし会を行い、子どもや保護

者におはなしの楽しさを味わ

ってもらいます。 

子どもが本に親しみ、本に興

味を持ってもらえるように読

書の機会を提供します。 

絵本の読み聞かせや紙芝居、

語り※を聞いてもらい、親子

で楽しく過ごせる時間と場所

を提供します。 

読書に興味を持ってもらえる

ように、おすすめ本の紹介

や、年齢に応じたプログラム

を用意していきます。 

担当課 図書館 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

乳幼小保 

 

 

 

 

【おはなし会の実施】 

新 規 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅰ－２ 

文学館の 

おはなし会 

絵本や紙芝居の読み聞かせ、

わらべうたやことば遊びを通

じた親子のコミュニケーショ

ンを促し、「ことばの扉」と

なるような事業を行います。 

保育士とボランティアの連携

によって、より充実したプロ

グラムの提供を目指します。 

担当課 
図書館 

（文学館） 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

乳幼保 

 

 

 

 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅰ－３ 

学童保育 

クラブの 

おはなし会 

学童保育クラブに入会する子

どもたちが、本に親しんでも

らえるようにおはなし会を行

います。 

地域のボランティア団体と連

携するほかに、学童保育クラ

ブの指定管理者に図書館の読

み聞かせ講座の開催について

も周知を行い、おはなし会の

充実につなげます。 

担当課 
児童青 

少年課 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

小 

 

 

 

※ 対象について 乳：乳児 幼：幼児 小：小学生 中：中学生～高校生世代 保：保護者 他：その他_先生や施設 
職員・市職員・ボランティアなどを含みます。 

※ 語り手がおはなしを覚えて、絵本や台本を見ずに、聞き手に情景が目に浮かぶようにおはなしを語ることです。 

基本目標Ⅰ 子どもが本と出会うきっかけ作り 

２ 個別の取組 
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継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅰ－４ 

子どもセン

ターの 

おはなし会 

子どもセンターに来館する子

どもたちが、本に親しめるよ

うに、地域のボランティア団

体と連携しながら、おはなし

会を行います。 

おはなし会で地域のボランテ

ィア団体と連携しながら、お

はなし会のテーマに沿った本

の紹介をするなど、子どもが

本に興味を持てるような環境

を工夫します。 

担当課 
児童青 

少年課 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

乳幼小中保 

 

 

 

 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅰ－５ 

「子育てひ

ろば」の 

おはなし会 

乳幼児を対象とした「子育て

ひろば」※で、絵本の読み聞

かせを行います。 

また、その年齢にあった絵本

や、季節の絵本などの紹介を

利用者に行います。 

今後も「子育てひろば」で絵

本の読み聞かせを行っていき

ます。 

職員だけではなく、「子育て

ひろば」の利用者が読み手と

なるなど、絵本に触れる機会

を増やしていきます。 

担当課 
子育て 

推進課 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

乳幼保 

 

 

 

 

※ ご家庭で育児をしている保護者を対象に、あそびや育児の情報交換する場です。 

【ブックトークの実施】 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅰ－６ 

児童・生徒

へのブック

トーク 

図書館職員が学校へ出向き、

学校の読書活動の一環とし

て、テーマに沿って本を組み

合わせて紹介するブックトー

クを行い、読書の楽しさを伝

えます。 

また、図書館の紹介や利用案

内も行います。 

学校からの依頼に応えられる

よう、シナリオやスキルを蓄

積、共有し、継続してブック

トークを行えるようにしてい

きます。 

担当課 図書館 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

幼小中 
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【ブックリストの作成・配布】 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅰ－７ 

おすすめブ

ックリスト 

図書館で購入した児童図書の

中から、図書館職員が選んだ

おすすめ本を集めて、年代別

のリーフレットを作成・配布

します。 

それぞれに、おすすめ本の簡

単な解説を掲載します。 

子どもにどんな本を選べばい

いのか困っている保護者や、

面白い本がないかと探してい

る子どもたちに向けて、作

成・配布していきます。 

また、配布効果を検証し、配

布先や配布方法を検討してい

きます。 

担当課 図書館 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

乳幼小中保他 

 

 

 

 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅰ－８ 

赤ちゃんに

おすすめの

絵本の紹介 

出産後の保護者と接する健診

等の機会に、赤ちゃんにおす

すめの絵本について情報提供

します。 

紹介する時期や媒体など、効

果的な方法を検討しながら行

っていきます。 

担当課 
保健予 

防課 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

乳保 

 

 

 

 

【子ども読書の周知活動】 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅰ－９ 

図書館の 

イベント・

講座 

子ども・若者が読書や図書館

に興味を持つきっかけとなる

ような、イベント・講座を行

います。 

人気がある「一日図書館員」

のような職場体験イベント以

外についても、参加者が増え

るように周知等を行っていき

ます。 

担当課 図書館 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
○ 

対 象 

小中 

 

 

 

 

新 規 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅰ－１０ 

若者の参画

イベント 

若者が読書や図書館に興味を

持つきっかけとなるように、

同世代の若者自身が、自分た

ちが楽しいと思うイベントの

企画・運営を行います。 

若者自身が計画し、運営して

いくことができるようにサポ

ートを行っていきます。 

担当課 図書館 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
○ 

対 象 

中 
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  継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅰ－１１ 

図書館見学

の受け入れ 

（利用ガイ

ダンス、施

設見学） 

学校からの見学依頼を受け、

図書館案内や書庫のバックヤ

ード見学などを行い、図書館

や本に興味関心を持ってもら

います。 

今後も幅広く受け入れていき

ます。 

対象学年に応じて内容を工夫

し、図書館や本に興味を持っ

てもらえるようにしていきま

す。 

担当課 図書館 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

幼小中 

 

 

 

 

新 規 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅰ－１２ 

移動図書館

の出張運行 

保育園、幼稚園、イベント会

場など、子どもが集まる場所

に移動図書館の出張運行を行

います。 

本の貸出のほか、紙芝居やミ

ニおはなし会などを行いなが

ら、本に触れる機会を作りま

す。 

保育園、幼稚園など子どもが

集まる場所への出張運行を増

やします。 

担当課 図書館 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
○ 

対 象 

乳幼小保他 

 

 

 

 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅰ－１３ 

文学館の 

イベント・

講座 

町田市内の小学校・中学校・

高等学校に在学する生徒を対

象に「ショートショートコン

クール」を開催します。 

コンテストを通じて自由に

「書くこと」の楽しさを伝え

ます。 

コンテストの周知に努めると

ともに、コンテストに応募す

るための作品の書き方を、担

当職員が出張授業を通じて積

極的に指導します。 

担当課 図書館 
（文学館） 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
○ 

対 象 

小中 

 

 

 

 

新 規 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅰ－１４ 

絵本、児童

文学、漫画

を題材にし

た展覧会 

夏季には絵本作家や子ども向

け（主として乳幼児から小学

校低学年とその保護者）のテ

ーマを扱った企画展を開催し

ます。 

漫画など文学に隣接するジャ

ンルの展覧会の開催に積極的

に取り組みます。 

展覧会を開催し、子どもたち

が本物に触れる機会を提供す

ることで、その魅力を味わう

感性を育みます。 

担当課 図書館 
（文学館） 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
○ 

対 象 

乳幼小中保他 
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継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅰ－１５ 

マイ保育園

登録時の絵

本配布 

マイ保育園※に初めて登録す

る０歳児のご家庭に、図書館

のブックリストを参考に選ん

だ絵本のプレゼントを行いま

す。 

引続き絵本のプレゼントを行

い、マイ保育園の登録を勧め

るとともに、絵本を通じて子

どもと楽しい時間を過ごせる

ようにと考えています。 

担当課 
子育て 

推進課 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

乳保 

 

 

 

 

 

※ 家庭で子育てをしている保護者が、市内の保育園や認定こども園に登録をすることで、「育児のかかりつけ窓⼝」 
として、気軽に相談ができる子育て支援です。 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅰ－１６ 

各校特色の

ある読書活

動 

学校の教育計画の「指導の重

点」に明記して、市立小学

校・中学校で、それぞれ特色

ある読書活動に継続的に取り

組みます。 

本の読み聞かせなどの読書集

会や、学校行事と結び付けた

動機づけを行うなど、読書量

の増加や質の向上を行ってい

きます。 

担当課 指導課 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

小中 

 

 

 

 

 

【学校での読書活動】 

YAって知ってる？ コラム 

「YA」とは、「Young Adult（ヤングアダルト）」の略です。中学生・高校生世代を中心とした 10 代を指してい

ます。言葉としては馴染が薄い「YA」ですが、市立図書館では子どもから大人になっていく、この時期に適した本

の紹介や、イベントなどの「YA サービス」を多く行っています。図書館や読書から離れがちな年代ですが、読書を

楽しめるよう、また、必要な情報を得られるよう、さまざまなサービスを提供しています。 

 

～ YA サービスについて ～ 
【YA コーナー】 
中央図書館には「TEEN LIBRARY（YA コーナー）」があり、図
書館の本を使って勉強ができるスペースがあります。小説、
ライトノベル、雑誌、漫画などもありますが、進路を考える
本、職業についての本、勉強の役に立ちそうな本など、さま
ざまな分野の本をそろえています。イラスト好きな方のため
の書き込みノート「わいわいのおと」も置いてあります。 
 
【わいわいキャレル】 
中央図書館では、土・日・祝日に、6 階の集会室を中学生・
高校生向けグループ学習室「わいわいキャレル」として開放
しています。1 回の利用時間は 3 時間で、最大 4 グループま
で利用可能です。4 階メインカウンターで受付しています。
ご利用には町田市立図書館の利用券が必要です。 
 
【YA 通信】 
YA 向け情報誌。不定期発行。新着本やおすすめ本の紹介、
イベント情報などを掲載しています。 
 
【YA 向けイベント】 
図書館員の仕事を体験できる「一日図書館員」や、図書館の
使い方が学べる「まちクエ」、YA 世代向け映画上映会「Y シ
ネマ」などを行っています。 
 

【中央図書館「TEEN LIBRARY（YA コーナー）」】 

【中央図書館「わいわいキャレル」】 
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新 規 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅱ－１ 

町田第一中

学校図書室 

ここまちベ

ース 

町田第一中学校の図書室「こ

こまちベース」を、図書室に

ある本を読む場所というだけ

ではなく、学習支援や各種イ

ベントを行うことで、学びの

場、憩いの場、多世代交流の

場とします。 

多様な世代の自主的な学びを

支援し、地域住民の活動拠点

となるような取組を推進しま

す。 

担当課 
生涯学習

センター 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

乳幼小中保他 

 

 

 

 

 

【本と出会える場所】 

新 規 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅱ－２ 

玉川学園駅

前連絡所 

児童図書室 

児童図書室には、乳幼児向け

の絵本から、児童書、紙芝居

など約７，０００冊の本があ

ります。 

１人４冊、２週間借りること

ができます。対象は、町田市

在住・在学・在勤の方です。 

多くの人に利用してもらえる

よう、子ども向けチラシを作

成するなどＰＲを強化しま

す。 

また、特集コーナーを充実さ

せて、本への関心を深められ

るよう働きかけを行います。 

担当課 
市民課 

（玉川学園

駅前連絡所 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

乳幼小保 

 

 

 

 

 

【本の充実】 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅱ－３ 

図書館 

子どもたちに読書を楽しんで

もらえるように、蔵書の構成

を踏まえて、実際に現物を確

認し、内容を精査してから購

入します。 

子どもたちの興味を引くよう

な本や、調べ学習に対応でき

るような本など、さまざまな

ニーズに幅広く対応できるよ

うにします。 

図書館でも「えいごのまち

だ」に貢献できるように、英

語絵本・児童書を充実させて

いきます。 

また、多様な子どもたちの読

書環境を整えるため、「やさ

しい日本語」の本についても

導入検討を行っていきます。 

担当課 図書館 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

乳幼小中保他 

 

※ 対象について 乳：乳児 幼：幼児 小：小学生 中：中学生～高校生世代 保：保護者 他：その他_先生や施設 
職員・市職員・ボランティアなどを含みます。 

基本目標Ⅱ いつでも身近なところに本がある環境作り 

※ その他の本と出会える場所は、P39 のコラム「本と出会える場所」で紹介しています。 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅱ－４ 

子どもセン

ター 

子どもセンターぱお分館 

ＷＡＡＡＯは、「絵本の世界

へようこそ」がコンセプトで

す。 

子どもたちに本に親しんでも

らえるよう「ドキドキ図書コ

ーナー」のスペースを設置し

ています。 

多くの子どもたちが本を手に

とり、本に興味を持ってもら

えるように、低い書棚に配架

するなどの工夫を行います。 

担当課 
児童青 

少年課 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

乳幼小中保 

 

 

 

 

 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅱ－５ 

公立保育園

および地域

子育て相談

センター 

身近で絵本が借りられるよ

う、絵本の貸し出しを行いま

す。 

図書館からのリサイクル図書

を利用し、本の入れ替えを定

期的に行っています。 

貸し出しの際には、季節の本

や子どもに人気の本を紹介

し、興味関心を持ってもらえ

るように行います。 

引続き絵本の貸し出しを行

い、併せて絵本の紹介も行っ

ていきます。 

また、地域子育て相談センタ

ーでは年齢に応じた絵本の紹

介も行っていきます。 

担当課 
子育て 

推進課 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

乳幼保 

 

 

 

 

 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅱ－６ 

学校図書館

支援貸出 

さるびあ図書館を拠点に、学

校図書館への支援貸出を行い

ます。 

学校での調べ学習をサポート

するため、図書館で必要に合

わせた本を選び、配本してい

ます。 

テーマ別の貸出セットなどを

利用して、スムーズで簡単に

支援貸出ができるようにしま

す。 

担当課 図書館 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

小中他 

 

 

 

 

 

【学校図書館の充実】 



35 

 

 

  

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅱ－７ 

学校図書館

の蔵書整備 

児童生徒が本に触れあう機会

を増やし、豊かな知識や心を

持つことができるよう、学校

図書館図書標準※1の達成と廃

棄規準に基づき、計画的に蔵

書の更新を進めます。 

各学校図書館が十分な蔵書数

を確保でき、蔵書の更新が適

正に行われるように、引続き

学校図書館図書標準および学

校図書更新比率※2の全国平均

以上の達成を目指します。 

担当課 
教育 

総務課 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
○ 

対 象 

小中 

 

 

 

 

 

※1 学校図書館に整備すべき本の標準数。 
※2 新規に受け入れた本の数と廃棄した本の数を合わせて、年間の蔵書数で割った数。 
 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅱ－８ 

「学校図書

館活用の手

引き」の活

用 

児童・生徒の読書活動の充実

のため、「学校図書館活用の

手引き」の活用状況を把握

し、学校図書館担当者研修会

の研修等の内容に反映させま

す。 

「学校図書館活用の手引き」

を活用し、市立学校図書館の

蔵書および運営の充実を行っ

ていきます。 

担当課 指導課 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

他 

 

 

 

 

 

新 規 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅱ－９ 

学校図書館

の運営人材

の確保 

学校司書等の学校図書館の運

営を担う人材確保の方法を検

討するとともに、「小・中学

校モデル事業」を行います。 

学校司書等の学校図書館の運

営を担う人材確保の方法を検

討します。 

併せて、学校図書指導員に加

えて司書、司書補または司書

教諭の資格を有する方を巡回

型職員として任用するなどの

検討を行い、モデル事業を進

めていきます。 

担当課 指導課 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
○ 

対 象 

他 

 

 

 

 

 

新 規 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅱ－１０ 

電子書籍 

サービスの

活用 

学校図書館の機能充実を行う

ため、学校では市立図書館の

電子書籍サービスを活用しま

す。 

市立小学校・中学校に通う全

児童・生徒に配布している電

子書籍サービスのＩＤを活用

し、読書習慣の確立につなげ

ていきます。 

担当課 指導課 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
○ 

対 象 

小中 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【情報の発信】 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅱ－１１ 

図書館ホー

ムページ等

での情報発

信 

子どもたちの読書のきっかけ

や、本との出会いとなるよう

に、イベント（おはなし会な

ど）の情報や、おすすめ本リ

スト等を、図書館ホームペー

ジ、まちだ子育てサイト、Ｘ

（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）でお知

らせします。 

また、図書館ホームページで

は、本と出会える場所や団体

の情報をまとめた「町田市読

書ＭＡＰ」や、学校の先生に

向けた「市内小・中学校の先

生方へ」など、幅広い情報を

掲載します。 

図書館ホームページやまちだ

子育てサイトで、情報を分か

りやすく発信するため、見や

すいページ作りを目指してい

きます。 

担当課 図書館 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

小中保他 

 

 

 

 

 

新 規 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅱ－１２ 

「みんなが

読める本※」

の周知活動 

みんなが読むことができるさ

まざまな「本」があります。 

「本」を必要としている子ど

もだけではなく、周りの人た

ちにも知ってもらえるよう

に、周知活動を行います。 

紙に文字が印字されている本

だけではなく、点字や音声な

どの本や、ピクトグラムなど

で読みやすく工夫されている

本など、さまざまな「本」が

あることを、イベントや研修

などで周知していきます。 

担当課 図書館 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

幼小中保他 

 

 

 

 

 

※ 「みんなが読める本」については、P24 のコラム「みんなが読めるアクセシブルな本」で紹介しています。 

電子書籍サービスキャラクター「ブックロー」 
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継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅱ－１３ 

「家庭学習

推進の手引

き」の提供 

「家庭学習推進の手引き」を

全家庭に配付し、読書に親し

むことを広めていきます。 

市立小学校・中学校に通う新

１年生の児童・生徒の家庭に

「家庭学習推進の手引き」を

配付し、子どもたちに読書習

慣が身に付くことを目指して

いきます。 

また、「町田市学力向上推進

プラン（第４次）」を更に推

進していきます。 

担当課 指導課 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

保 

 

 

 

 

 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅱ－１４ 

「子育てひ

ろばカレン

ダー」の発

行 

子育てひろばカレンダーを月

に１回発行し、子育てひろば

やおはなし会などの情報発信

を行います。 

子育てひろばカレンダーによ

る、おはなし会などの情報発

信を引続き行っていきます。 

担当課 
子育て 

推進課 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

保 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅲ－１ 

学校図書館

担当者研修 

図書指導員が司書教諭等と連

携して円滑に図書館運営が行

えるように、蔵書管理、環境

整備、学校図書館を活用した

学習等、学校図書館を充実さ

せるための研修を行います。 

また、図書指導員間での情報

共有も行っていきます。 

学校図書館担当者研修会にお

いて、「学校図書館活用の手

引き」の周知を行い、手引き

に掲載された内容や実践事例

を踏まえた研修内容を検討し

て行います。 

担当課 指導課 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

他 

 

 

 

 

 

【学校関係者への研修】 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅲ－２ 

新任教諭へ

の図書館研

修 

新任教諭の読書活動に対する

知識が深まるように、図書館

研修を行います。 

今後の授業に役立つように市

立小学校・中学校の新任教諭

へ、図書館の図書支援サービ

ス等に関する研修を行いま

す。 

担当課 指導課 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

他 

 

 

 

 

 

【ボランティア支援】 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅲ－３ 

市民向け絵

本の読み聞

かせ講座 

保育園・幼稚園等や小学校、

学童保育クラブで読み聞かせ

を行っている保護者等を対象

に、絵本の読み聞かせ講座を

行います。 

本の選び方や読み聞かせ方の

技術向上を目指します。 

地域で活動をしている人たち

の技術や、意欲の向上につな

がるような講座を開催し、併

せて悩みごとの相談にも応じ

ていきます。 

また、講座を開催すること

で、図書館職員のスキルの向

上にもつなげていきます。 

担当課 図書館 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
○ 

対 象 

保他 

 

 

 

 

※ 対象について 乳：乳児 幼：幼児 小：小学生 中：中学生～高校生世代 保：保護者 他：その他_先生や施設 
職員・市職員・ボランティアなどを含みます。 

 基本目標Ⅲ 子どもの読書に関わる人の育成と支援 
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継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅲ－４ 

おはなし会

ボランティ

アの養成講

座 

おはなし会ボランティア養成

講座を開催し、図書館で活躍

するボランティアを新たに育

てます。 

おはなし会の実演に加えて、

おはなし会を運営することが

できるボランティアを養成し

ます。 

担当課 図書館 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
○ 

対 象 

保他 

 

 

 

 

 

【保護者向け講座】 

継 続 取 組 名 内 容 今後の方向性 

番 号 Ⅲ－５ 

児童文学講

座 

絵本作家や編集者等の講演会

やワークショップを通して、

本や本づくりに携わる人たち

と交流し、本に対する理解を

深めるきっかけを作ります。 

保護者が絵本への理解をより

深める契機を提供すると同時

に、親子が一緒に参加できる

講座の開催を目指します。 

担当課 
図書館 

（文学館） 

町田市教

育プラン

24-28 掲載 
 

対 象 

保他 

 

 

 

 

 

本と出会える場所 コラム 

市内には学校や保育園・幼稚園等、図書館・文学館以外にも本と出会える場所があります。 

子どもが集まる学童保育クラブや、子どもセンター・子どもクラブには、子どもたちが読めるように本があり、お

はなし会なども行われています。 

公共施設等でも本を借りる・読書ができる場所があります。（玉川学園駅前連絡所の「児童図書室」、成瀬コミュ

ニティセンターにある地域文庫の「かえで文庫」、町田第一中学校の図書室を一般に開放している「ここまちベー

ス」などがあります。）また、個人や団体が地域の施設などで読み聞かせや本の貸出しを行っている地域文庫や、

本を通してコミュニケーションをとったり、本をきっかけに人とつながったりする「まちライブラリー」、「きんじょの

本棚」などもあります。 

市立図書館では、図書館を身近に利用してもらうために移動図書館「そよかぜ号」が、2 週間に 1 回定期的に巡

回場所を訪れています。その他にも、イベント会場や保育園・幼稚園等にも訪れて、本に触れるきっかけを提供し

ています。 

そういった本と出会える場所の情報を地図にまとめ、「町田市読書 MAP」として作成・配布しています。市立図

書館のホームページにも掲載されていますので、ぜひご覧ください。読書体験ができる場所は意外とみなさんの

身近にあるかもしれません。 
【町田市読書 MAP】 【ここまちベース】 
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〇子どもの読書活動の推進に関する法律 

平成十三年法律第百五十四号 

（目的） 

第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地

方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な

事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、

言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生

きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての

子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよ

う、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活

動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情

を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（事業者の努力） 

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読

書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものと

する。 

（保護者の役割） 

第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に

積極的な役割を果たすものとする。 

（関係機関等との連携強化） 

第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施され

るよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制

の整備に努めるものとする。 

（子ども読書活動推進基本計画） 

第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本

計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報

関連法など 
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告するとともに、公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 

（都道府県子ども読書活動推進計画等） 

第九条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県

における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読

書活動の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」

という。）を策定するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定さ

れているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）

を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、

当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町

村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動

推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画

の変更について準用する。 

（子ども読書の日） 

第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子ど

もが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。 

２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努め

なければならない。 

（財政上の措置等） 

第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため

必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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○視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 

令和元年法律第四十九号 

 

目次   

第一章 総則（第一条―第六条）  

第二章 基本計画等（第七条・第八条）  

第三章 基本的施策（第九条―第十七条）  

第四章 協議の場等（第十八条）  

附則 

第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並

びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚

障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等によ

り、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無に

かかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化（文字・活字文化振興法

（平成十七年法律第九十一号）第二条に規定する文字・活字文化をいう。）の恵沢を享

受することができる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その

他の障害により、書籍（雑誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。）について、視

覚による表現の認識が困難な者をいう。 

２ この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図書、拡大図書そ

の他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍をいう。 

３ この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」とは、電子書籍その他

の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十一条第二項

及び第十二条第二項において同じ。）であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等

がその内容を容易に認識することができるものをいう。 

（基本理念） 

第三条 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなけ

ればならない。 

一 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上

に著しく資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技

術等を活用して視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、

視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供さ

れること。 
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二 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等（以

下「視覚障害者等が利用しやすい書籍等」という。）の量的拡充及び質の向上が図ら

れること。 

三 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関す

る施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地

域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び

実施する責務を有する。 

（財政上の措置等） 

第六条 政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要

な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

第二章 基本計画等  

（基本計画） 

第七条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に

関する基本的な計画（以下この章において「基本計画」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な方針 

二 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施

策 

三 前二号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじ

め、経済産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじ

め、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものと

する。 

５ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをイ

ンターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（地方公共団体の計画） 

第八条 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等

の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環

境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 
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２ 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等そ

の他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努め

なければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。 

第三章 基本的施策  

（視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等） 

第九条 国及び地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館並びに

学校図書館（以下「公立図書館等」という。）並びに国立国会図書館について、各々の

果たすべき役割に応じ、点字図書館とも連携して、視覚障害者等が利用しやすい書籍等

の充実、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援の充実その他の

視覚障害者等によるこれらの図書館の利用に係る体制の整備が行われるよう、必要な施

策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、点字図書館について、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の

充実、公立図書館等に対する視覚障害者等が利用しやすい書籍等の利用に関する情報提

供その他の視覚障害者等が利用しやすい書籍等を視覚障害者が十分かつ円滑に利用する

ことができるようにするための取組の促進に必要な施策を講ずるものとする。 

（インターネットを利用したサービスの提供体制の強化） 

第十条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存

する視覚障害者等が利用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することができるように

するため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 

一 点字図書館等から著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）第三十七条第二項又は

第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等（以下

「特定電子書籍等」という。）であってインターネットにより送信することができる

もの及び当該点字図書館等の有する視覚障害者等が利用しやすい書籍等に関する情報

の提供を受け、これらをインターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネッ

トワークの運営に対する支援 

二 視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提

供についての国立国会図書館、前号のネットワークを運営する者、公立図書館等、点

字図書館及び特定電子書籍等の製作を行う者の間の連携の強化 

（特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援） 

第十一条 国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定によ

り製作される視覚障害者等が利用しやすい書籍（以下「特定書籍」という。）及び特定

電子書籍等の製作を支援するため、製作に係る基準の作成等のこれらの質の向上を図る

ための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、特定書籍及び特定電子書籍等の効率的な製作を促進するため、出版を行う者

（次条及び第十八条において「出版者」という。）からの特定書籍又は特定電子書籍等
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の製作を行う者に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するための環境の整備に必

要な支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等） 

第十二条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技

術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情

報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、書籍を購入した視覚障害者等からの求めに応じて出版者が当該書籍に係る電磁

的記録の提供を行うことその他の出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的

記録の提供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支

援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備） 

第十三条 国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある

者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づ

き、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等であってインターネットにより送信するこ

とができるものを外国から十分かつ円滑に入手することができるよう、その入手に関す

る相談体制の整備その他のその入手のための環境の整備について必要な施策を講ずるも

のとする。 

（端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援） 

第十四条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するた

めの端末機器等及びこれに関する情報を視覚障害者等が入手することを支援するため、

必要な施策を講ずるものとする。 

（情報通信技術の習得支援） 

第十五条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに

当たって必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習

会及び巡回指導の実施の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（研究開発の推進等） 

第十六条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末

機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的

な技術等に関する研究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとす

る。 

（人材の育成等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書館

等、国立国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑

な利用のための支援に係る人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施の

推進、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。 

第四章 協議の場等  

第十八条 国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図

るため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、
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国立国会図書館、公立図書館等、点字図書館、第十条第一号のネットワークを運営する

者、特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者、出版者、視覚障害者等その他の関係

者による協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるもの

とする。 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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○町田市子ども読書活動推進計画推進会議設置要領 

平成２９年８月１日施行 

生涯学習部図書館 

 

第１ 設置 

町田市子ども読書活動推進計画（以下「計画」という。）を効果的に推進するため、町田

市子ども読書活動推進計画推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

第２ 所掌事務 

推進会議は、次に掲げる事項を行う。 

（１） 計画の進捗状況の検証に関すること。 

（２） 計画の総合調整に関すること。 

（３） 計画の推進に係る情報交換及び連携に関すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、計画の推進に関し必要な事項 

第３ 組織 

１ 推進会議は、委員１４人をもって組織する。 

２ 委員は、別表に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は指名する。 

第４ 委員の任期 

１ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

２ 委員は、再任されることができる。ただし、原則として、４回を限度とする。 

第５ 委員長等 

１ 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

第６ 会議 

１ 推進会議は、必要に応じ委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の者の出席を求めるこ

とができる。 

第７ 庶務 

推進会議の庶務は、教育委員会事務局生涯学習部図書館において処理する。 

第８ 委任 

この要領に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議

に諮って定める。 

 

別表（第３関係） 

町田市公立小学校長会の代表 １人 

町田市公立中学校長会の代表 １人 

町田市立小学校の読書活動に携わる保護者 １人 
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町田市立中学校 PTA連合会の代表 １人 

町田市私立幼稚園協会の代表 １人 

町田市法人立保育園協会の代表 １人 

図書館又は学校図書館に係るボランティア ２人 

町田市立図書館協議会の代表 １人 

子ども生活部児童青少年課長 

子ども生活部子育て推進課長 

教育委員会事務局学校教育部教育総務課長 

教育委員会事務局学校教育部指導課長 

教育委員会事務局生涯学習部図書館長 
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○第五次町田市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要領 

 

第１ 設置 

第五次町田市子ども読書活動推進計画（以下「第五次計画」という。）の策定に資するた

め、第五次町田市子ども読書活動推進計画策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

第２ 所掌事務 

 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

（１）第五次計画の策定に関すること。  

（２）前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項 

第３ 組織 

１ 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長及び委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。 

  委員長 生涯学習部図書館長 

  委員 子ども生活部児童青少年課長 

      子ども生活部子育て推進課長 

  学校教育部教育総務課長 

  学校教育部指導課長 

  生涯学習部生涯学習総務課長 

  生涯学習部生涯学習センター長 

      生涯学習部図書館市民文学館担当課長 

第４ 委員長 

１ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理

する。 

第５ 会議 

１ 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めること

ができる。 

第６ 作業部会 

１ 委員会に作業部会を置く。 

２ 作業部会は、委員会から指示された事項に関し、情報の収集及び分析、施策及び事

業の検討等を行う。 

３ 作業部会の構成及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 

第７ 庶務 

委員会の庶務は、教育委員会生涯学習部図書館において処理する。 

第８ 委任 

この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮

って定める。 
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附 則 

１ この要領は、２０２３年７月１日から施行する。 

２ この要領は、２０２５年３月３１日限り、その効力を失う。 

(第四次町田市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要領の廃止) 

３ 第四次町田市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要領(２０１８年９月１日施

行)は、廃止する。 
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○町田市子ども読書活動推進計画推進会議（第 25回から第 28回会議委員） 

【任期 2021年 11月 1日～2023年 10月 31日、2023年 11月 1日～2025 年 10月 31日】 

選出区分 名 前 備 考 

町田市公立小学校長会の
代表 

南成瀬小学校 吉成 美紀  

町田市公立中学校長会の
代表 

木曽中学校 梶野 明信 ～2024年 3月 31日 

町田市公立中学校長会の

代表 
町田第三中学校 大石 眞二 2024 年 4月 1日～ 

町田市立小学校の読書活
動に携わる保護者 

町田市公立小学校
読書活動に関わる
保護者団体の代表 

髙橋 晃代 
2023 年 11月 1日～ 

2024年 8月 31日 

町田市立小学校の読書活
動に携わる保護者 

町田市公立小学校
読書活動に関わる
保護者団体の代表 

末永 美穂 2024 年 9月１日～ 

町田市立中学校ＰＴＡ連
合会の代表 

小山田中学校 保髙 浩子 ～2024年 5月 31日 

町田市立中学校ＰＴＡ連
合会の代表 

木曽中学校 兼⼦ 由美恵 2024年 6月 1日～ 

町田市私立幼稚園協会の
代表 

きそ幼稚園 園長 櫻井 恵美子  

町田市法人立保育園協会
の代表 

東平ひまわりこど
も園 園長 

吉川 厚子 ～2023年 10月 31日 

町田市法人立保育園協会
の代表 

なごみ保育園  
園長 

松井 美和 2023 年 11月 1日～ 

図書館又は学校図書館に
係わるボランティア 

金森図書館おはな

しボランティア、
かえで文庫世話人 

砂川 とき江 ～2023年 10月 31日 

図書館又は学校図書館に
係わるボランティア 

おはなしポケット 長尾 厚子 2023 年 11月 1日～ 

図書館又は学校図書館に
係わるボランティア 

鶴川第三小学校 
図書指導員 

福田 比呂子  

町田市立図書館協議会の
代表 

 鈴木 真佐世 ～2023年 10月 31日 

町田市立図書館協議会の
代表 

 
福田 有美子 2023 年 11月 1日～ 

子ども生活部児童青少年
課長 

 
菊地 仁幸  

子ども生活部子育て推進
課長 

 
香月 勇人   

学校教育部教育総務課長  高田 正人  

学校教育部指導課長  大山 聡  

生涯学習部図書館長  中嶋 真  

委員名簿 
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○第五次町田市子ども読書活動推進計画策定委員会委員 

【任期 2023年 7月 1日～2025年 3月 31日】 

構 成 名 前 備 考 

委員長 図書館長 中嶋 真  

委 員 児童青少年課長 菊地 仁幸  

 子育て推進課長 香月 勇人  

 教育総務課長 高田 正人  

 指導課長 大山 聡  

 生涯学習総務課長 江波戸 恵子 ～2024 年 3月 31日 

 生涯学習総務課長 西久保 陽子 2024 年 4月 1日～ 

 生涯学習センター長 西久保 陽子 ～2024 年 3月 31日 

 生涯学習センター長 川瀬 康二 2024 年 4月 1日～ 

 図書館市民文学館担当課長 野澤 茂樹  

 

○第五次町田市子ども読書活動推進計画策定委員会作業部会員 

構 成 名 前 備 考 

委員長 図書館長 中嶋 真  

委 員 
子ども生活部 

児童青少年課学童保育係 
栗山 千咲 

 

 子ども生活部 

子育て推進課事業係 
櫻井 加代子 

 

 学校教育部 

教育総務課学校運営支援係 
山野 景子 

 

 学校教育部 

指導課 
安本 典生 

 

 生涯学習部 

生涯学習センター管理係 
岡田 勝之 

 

 生涯学習部図書館 

中央図書館サービス係 
鷹野 美保子 ～2024 年 3月 31日 

 生涯学習部図書館 

中央図書館サービス係 
山田 明樹 2024 年 4月 1日～ 

 生涯学習部図書館 

さるびあ図書館サービス係 
佐藤 澄枝 

 

 生涯学習部図書館 

町田市民文学館 
谷口 朋子 
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会議名 開催日 検討内容 

第 25回町田市子ども読

書活動推進計画推進会議 

2023 年 7 月 18 日 「第五次町田市子ども読書活動推進計

画の策定」について 

第 1回第五次町田市子ど

も読書活動推進計画策定

委員会 

2023 年 8 月 3 日 ①第五次町田市子ども読書活動推進計

画の策定について 

②子どもの読書活動の現状について 

③計画体系（骨子）について 

第 1回第五次町田市子ど

も読書活動推進計画策定

委員会作業部会 

2023 年 10 月 2 日 

（オンライン開催） 
①第 1回策定委員会の資料と情報共有 

②基本理念・基本目標（計画骨子）に

ついて検討 

第 2回第五次町田市子ど

も読書活動推進計画策定

委員会作業部会 

2023 年 11 月 30 日 

（オンライン開催） 
①第五次子ども読書活動推進計画取組

一覧について 

②計画の成果指標等について 

③コラムについて 

第 2回第五次町田市子ど

も読書活動推進計画策定

委員会 

2023 年 12 月 27 日 ①計画骨子と視点について（案） 

②計画の取組について 

③計画の成果指標・重点取組について 

④コラムについて 

第 26回町田市子ども読

書活動推進計画推進会議 

2024 年 1 月 30 日 「第五次町田市子ども読書活動推進計

画」の策定状況について 

第 3回第五次町田市子ど

も読書活動推進計画策定

委員会作業部会 

2024 年 3 月 15 日 

（オンライン開催） 
①計画の章立てについて 

②第五次子ども読書活動推進計画取組

一覧について 

③コラムについて 

図書館プランナーミーテ

ィング 

2024 年 4 月 14 日 計画についてのヒアリング実施 

～子どもはどうしたら本を読むように

なる？～（P17・18 参照） 

第 3回第五次町田市子ど

も読書活動推進計画策定

委員会 

2024 年 4 月 25 日 ①計画の構成について 

②第五次子ども読書活動推進計画取組

一覧について 

③コラムについて 

第 4回第五次町田市子ど

も読書活動推進計画策定

委員会作業部会 

2024 年 6 月 4 日 

（オンライン開催） 
①第 3回策定委員会の情報共有 

②第五次町田市子ども読書活動推進計

画案について 

第 4回第五次町田市子ど

も読書活動推進計画策定

委員会 

2024 年 7 月 2 日 ①第 3回策定委員会後の修正点につい

て 

②第五次町田市子ども読書活動推進計

画案について 

計画策定の検討経過 
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第 27回町田市子ども読

書活動推進計画推進会議 

2024 年 7 月 17 日 「第五次町田市子ども読書活動推進計

画案」について 

第 5回第五次町田市子ど

も読書活動推進計画策定

委員会 

2024 年 11 月 21 日 

（書面開催） 
①第五次町田市子ども読書活動推進計

画（案）市民意見募集実施結果について 

②第五次町田市子ども読書活動推進計

画（案）について 

第 28回町田市子ども読

書活動推進計画推進会議 

2025 年 1 月 28 日 「第五次町田市子ども読書活動推進計

画」の策定状況について 
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